
（別記） 

 

２０２２年度伊勢市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

本市の農業は、コシヒカリを中心とした稲作が主体となっている。転作作物においては、

地域により花卉等の施設園芸、イチゴ・トマト等の施設野菜、ネギ・キャベツ等の露地野

菜や果樹等の作物の生産を行っているほか、担い手による小麦・大豆等の作付けが行われ

ている。 

しかし、市内全域で高齢化や後継者不足による農家数の減少が見られるため、担い手農

家に農地の集積が加速的に進んでいるが、このことが必ずしも農家の利益確保に繋がって

いるわけではない。今後、さらに担い手農家に農地を集積していくためには、新たな転換

作物の推進や圃場の連単化、１圃場面積の拡大が課題となると考えられる。 

また、小麦や大豆では、連作障害等による地力の低下等を防ぐため、引き続き土づくり

を進める。さらに単収を確保するため、適切な時期に施肥を行えるように推進していく。 

 

２ 高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

高収益作物の品目として、青ネギ、キャベツ、カボチャ、サツマイモ、イチゴ、トマ

ト、花卉類（バラ、ガーベラ、菊）等がある。特に露地野菜については青ネギの周年栽培

が盛んで秋冬指定産地となっており、施設栽培ではイチゴ、トマト、花卉類の栽培が盛ん

である。これらの品目については、今後も作付を推進していくための支援を継続してい

く。 

また小麦後作付品目の一つとして、キャベツ栽培が定着しつつあるが、前述されている

とおり担い手農家の収益拡大の観点からも、キャベツ栽培以外の高収益作物において、小

麦跡圃場に作付できる品目を模索し、推進していく。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

高齢化によるリタイアがあるなか、その後の活用については、土地利用型の農業者にお

いて、高収益作物に対応した機械化が進んでいないことから、畑地化への転換が進んでい

ないのが現状である。また現況が水田となっている農地の畑地化においては、担い手への

農地集積が進んでいく中で、水稲に依存しない土地利用型の作付体系を模索していくとと

もに、そういった作付体系が実現できるのであれば水田の畑地化についても検討してい

く。 

また地域内においては、担い手への集積・集約化が図られる中で、集落ごとで人・農地

プランの作成における話し合いの場や中間管理事業を活用しブロックローテーション体系

の構築についても検討していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

市内の水田農業について（面積２，６３３ｈａ）、適地適作を基本とし、産地交付金を

有効に活用しながら、地域作物生産の維持・拡大を行っていく。 

 

（１）主食用米 



需要減退が見込まれることから、良質の米や業務用米の栽培など、消費者重視、市場重

視に立った需要予測により、売れる米作りを推進していく。 

 

（２）備蓄米 

 県内の需要を把握しながら、関係機関と連携をとり、生産の推進を検討していく。 

 

（３）非主食用米    

主食用米からの転換や小麦・大豆の不適地における転換実施、需給調整の実効性確保の

ため、次の取組を進めていく。 

 

  ア 飼料用米 

    主食用米の需要減退が見込まれる中、主な転換作物の１つであることから関係機

関と連携をとり、需要に応じた生産推進を図る。また、需要に応じて多収品種の導

入や耕畜連携の取り組みを行っていく。 

 

  イ 米粉用米 

    近年、米粉パンなど、小麦の代用品として米粉が見直されていることから、関係

機関と連携をとり、市場や地域の需要を踏まえ、生産を検討していく。 

 

ウ 新市場開拓用米 

  小麦・大豆の不適地における取組みとして、飼料用米や米粉用米などのほか、新

市場開拓用米に関する取組みを関係機関と連携をとり、生産を検討していく。 

 

  エ WCS用稲 

    県内の畜産農家の需要を把握しながら生産及び耕畜連携を行っている。今後も、

関係機関と連携をとり、取り組みを継続していく。 

 

  オ 加工用米 

主食用米と同じ機械、施設で取組めるため、米の需給調整の品目として引き続き 

取り組みを進める。また、関係機関と連携をとり、需要に応じた生産推進を図る。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

ア 小麦       

産地交付金を活用し、生産調整の重点作物として、赤カビ防除の基本技術の励行を

推進していく。また、高収量化による所得向上を進める中で、課題となっている連作

障害等を解消するため、土壌診断に基づく石灰散布や堆肥散布などを推進するととも

に、追肥の施用を推進していく。 

 

  イ 大豆  

    水田の高度利用および生産調整の重点作物として推進していく。また、小麦跡の二

毛作を推進していく。 

 

  ウ 飼料作物 

   県内の畜産農家の需要を把握しながら、飼料作物に関する取組みを関係機関と連携

をとり、生産を検討していく。 

 

（５）そば、なたね 

 県内の需要を把握しながら、関係機関と連携をとり、生産を検討していく。 



 

（６）地力増進作物 

 露地野菜において連作障害を防ぐため、地力増進作物の作付けはある。しかしながら、

取組面積は少ないため、地域の単収向上や露地野菜への転換を促進していく中で、連作障

害を防ぐためにも地力増進作物の推進を行っていく。 

 

（７）高収益作物（園芸作物等） 

地域ブランドとして産地指定を行った「ネギ」、県内の主要産地である「イチゴ」およ

び「トマト」、産地として振興している「かぼちゃ」及び「キャベツ」（小麦跡の二毛作含

む）を振興作物とし、産地交付金を活用し生産拡大や安定的な出荷を推進する。また、そ

の他の野菜、果樹、花卉・花木については、市場出荷のほか、産直施設への出荷など需要

があることからさらなる生産拡大を進めていく。 

 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

1343.62 0 1360 0 1,350 0

19.29 0 19.5 0 20 0

83.95 0 88 0 90 0

0 0 0 0 0.1 0

0 0 0 0 0.1 0

20.7 0 21 0 22 0

0 0 0 0 0 0

271.69 0 275 0 280 0

32.12 32.12 3300 3200 34 34

0 0 0 0 0.1 0

・子実用とうもろこし 0 0 0 0 0.1 0

0 0 0 0 0.1 0

0 0 0 0 0.1 0

0 0 200 0 250 0

134.28 10.09 136.7 12 140.45 15

・野菜 110.81 10.09 113 12 116.75 15

・花き・花木 13.54 0 13.6 0 13.7 0

・果樹 9.93 0 10.1 0 10.2 0

・その他の高収益作物 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0.1 0

0 0 0 0 0.1 0

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和５年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

野菜 （3年度）27.93ha （5年度）28.50ha

花卉、花木           4.69ha           4.95ha

果樹              0ha           0.20ha

ネギ （3年度）29.34ha （5年度）33.00ha

かぼちゃ 　　　　  2.61ha           3.20ha

キャベツ           2.20ha           3.00ha

イチゴ （3年度） 7.06ha （5年度）7.60ha

トマト           2.40ha          2.95ha

単収の改善 （3年度）373.8kg/10a （5年度）385kg/10a

追肥の実施面積とその
割合及び小麦の作付面

積

     24,205a
     (89.1%)
     27,169a

       26,100a
        (87.0%)
　　　 30,000a

単収の改善 （3年度）373.8kg/10a （5年度）385kg/10a

取組面積の拡大 　　　　　210.07ha 　　　　220ha

単収の改善 （3年度）373.8kg/10a （5年度）385kg/10a

取組面積の拡大 　　　　　 38.21ha 　　　　  50ha

飼料用米 （3年度）70.54ha （5年度）68ha

米粉用米           0ha          0.1ha

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

（5年度）0.1ha

WCS用稲

11 新市場開拓用米
新市場開拓用米の取組

助成
取組面積の拡大 （3年度）0ha

農地の高度利用による
わら利用・資源循環の
推進（耕畜連携）

飼料用米、米粉用米の
複数年契約

取組面積の拡大

（3年度）0ha （5年度）2.5ha地力増進作物 取組面積の拡大
地力増進作物の取組助

成

（5年度）9.50ha

         2.00ha

（5年度）34.00ha

作付面積の拡大
（3年度）8.69ha

         1.39ha

（3年度）20.70ha （5年度）32ha取組面積の拡大

小麦

小麦

大豆（二毛作） （3年度）32.12ha

小麦の収量増大に向け
た支援【pH測定+石灰資

材の散布】

小麦の収量増大に向け
た支援【堆肥散布の実

施】

小麦跡二毛作野菜
【ネギ、カボチャ、キャベ

ツ】

小麦跡二毛作野菜
【ネギ、カボチャ、キャベ

ツ以外の品目】

小麦の収量増大に向け
た支援【追肥の実施】

農地の高度利用推進
（二毛作）

作付面積の拡大

小麦跡野菜助成
（二毛作）

小麦

野菜等の取組み支援 作付面積の拡大

地域特産物助成Ⅰ 作付面積の拡大

作付面積の拡大

12

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

10

9

7

8

3

4

5

6

2

地域特産物助成Ⅱ



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：三重県

協議会名：伊勢市農業再生協議会

1 野菜等の取組み支援 1 8,000 野菜 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

2 地域特産物助成Ⅰ（ﾈｷﾞ、ｷｬﾍﾞﾂ、かぼちゃ） 1 7,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

2 地域特産物助成Ⅰ（ﾈｷﾞ、ｷｬﾍﾞﾂ、かぼちゃ） 1 10,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

2 地域特産物助成Ⅰ（ﾈｷﾞ、ｷｬﾍﾞﾂ、かぼちゃ） 1 10,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

3 地域特産物助成Ⅱ（ｲﾁｺﾞ、ﾄﾏﾄ） 1 15,000 イチゴ、トマト 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成対象品目）

【県枠10,000円の対象であり、かつ小麦跡野菜の
作付面積が令和３年度より拡大する場合】

2 7,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成対象品目）

【県枠5,000円の対象であり、かつ小麦跡野菜の作
付面積が令和３年度より拡大する場合】

2 12,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成対象品目）

【県枠5,000円の対象であり、かつ小麦跡野菜の作
付面積が令和３年度より拡大しない場合】

2 10,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成対象品目）

【県枠の対象とならない場合】
2 10,000 ネギ、キャベツ、かぼちゃ 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成非対象品目）
【小麦跡野菜の作付面積が令和３年度より拡大し

た場合】
2 17,000 野菜 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

4
小麦跡野菜助成（二毛作県枠助成非対象品目）
【小麦跡野菜の作付面積が令和３年度より拡大し

なかった場合】
2 15,000 野菜 販売用に作付した場合に、作付面積に応じて支援

5 農地の高度利用推進（二毛作） 2 5,100 大豆
販売用に作付した場合で、小麦と大豆を組み合わせて作付けするこ
と

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

新様式（公表用）



6
小麦の収量増大に向けた支援

【追肥の実施】
1 3,000 小麦

販売用に作付した場合で、地域で一般的な麦暦などを基に、追肥（実
肥含む）または追肥一発肥（緩効性肥料を用いた追肥）の散布に取り
組んだ面積に応じて支援

7
小麦の収量増大に向けた支援
【ｐH測定+石灰資材の散布】

1 500 小麦
販売用に作付した場合で、地域で一般的な麦暦などを基に、pH測定
に基づく石灰資材の散布に取り組んだ面積に応じて支援

8
小麦の収量増大に向けた支援

【堆肥散布の実施】
1 1,500 小麦

販売用に作付した場合で、地域で一般的な麦暦などを基に、次の量
を目安に堆肥の散布を行う。
　　①硬質小麦で牛ふん堆肥の場合：2ｔ～3ｔ/10aを目安とする。
　　②豚ふん堆肥の場合：0.5ｔ/10aを目安とする。

9
農地の高度利用による資源循環の推進（耕

畜連携）
3 5,200 WCS用稲

新規需要米取組計画の認定を受けており、需要者へ販売されている
こと。また、利用供給規定に基づき実施する取組であり、次に掲げる
事項のすべてを満たしていること。
　①当該年度における堆肥の散布の取り組みであること。
　②散布される堆肥が利用供給規定に基づき水田で生産された飼料
用米又はＷＣＳ用稲の供給を受ける家畜の排せつ物から生産された
ものであること。
　③同一年度において他に水田への堆肥散布の取組による助成を受
けない水田であること。
　④堆肥の散布量が10aあたりで２ｔ又は4㎥以上であること。ただし、
地域の公的機関が堆肥の散布量に関する基準を定めている場合
は、伊勢市農業再生協議会の判断により当該基準に変更することを
可能とする。

10 飼料用米、米粉用米の複数年契約 1 6,000 飼料用米、米粉用米

需要者側（需要者又は実需者団体）へ出荷・販売を目的として、３年
以上の複数年契約（令和２年産から新たに結んだ令和４年産までの
３年分を含むもの）に基づき、対象作物の生産に取り組む販売農家
又は集落営農（複数年契約に係る新規需要米取組計画又は生産製
造連携事業計画に位置付けられた者に限る。）による取組であるこ
と。

11 新市場開拓用米の取組助成 1 10,000 新市場開拓用米 新規需要米の取組計画認定を受けること。

12 地力増進作物の取組助成 1 20,000 地力増進作物
二毛作、次年度の戦略作物、高収益作物等の作付けに向け地力増
進作物を作付け、すき込みを行うこと。



※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


